
（1）

嫡
庶
考
（
２
）―

律
令
・
戸
籍
の
嫡
子
制
度
を
中
心
に
―

胡　
　
　
　
　

潔

は
じ
め
に

　

前
稿
「
嫡
庶
考
（
１
）
―
七
・
八
世
紀
の
王
室
の
系
譜
を
中
心
に
―
」
1

で
は
、
記
紀
及
び
そ
れ
に
先
行
し
た
帝
紀
、
旧
辞
に
あ
る
「
嫡
」、「
庶
」
の

用
法
を
検
討
し
、「
嫡
子
」、「
庶
妹
」、「
庶
兄
」、「
庶
母
」
と
い
っ
た
嫡
庶

系
名
称
が
古
代
日
本
の
王
室
の
婚
姻
の
正
当
性
及
び
皇
統
の
正
統
性
を
示
す

た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
王
家
の
系
譜

を
語
る
記
紀
と
時
代
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
律
令
国
家
の
綱
領
と
し
て
制
定

さ
れ
た
大
宝
律
令
、
養
老
律
令
に
も
嫡
庶
制
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
令
制
下

の
嫡
庶
制
、
こ
れ
が
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
。
嫡
庶
制
は
妻
妾
制
と
嫡
庶

子
制
の
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、妻
妾
制
は
嫡
庶
子
制
の
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
父
系
社
会
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
た
嫡
庶
制
を

見
る
時
の
視
点
で
あ
っ
て
、
一
個
の
外
来
制
度
と
し
て
上
か
ら
持
ち
込
ま
れ

た
場
合
、
受
容
側
の
社
会
状
況
に
よ
っ
て
、
両
者
の
関
係
も
機
能
も
変
容
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
る
養
老
令
を
見
て
も
、
妻
妾
関
連

の
条
文
が
戸
令
に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
、
嫡
庶
子
関
連
の
条
文
は
撰
叙

令
、
継
嗣
令
に
集
中
し
て
い
る
。
両
者
は
戸
令
応
分
条
、
儀
制
令
五
等
親
条
、

喪
葬
令
服
紀
条
を
除
い
て
は
殆
ど
重
な
ら
な
い
。
概
し
て
言
え
ば
、
妻
妾
関

連
の
条
文
は
、
当
時
の
離
合
自
由
な
結
婚
風
習
を
是
正
す
る
た
め
に
導
入
さ

れ
た
も
の
で
、
嫡
庶
子
制
は
律
令
国
家
の
中
枢
を
な
す
官
人
機
構
の
整
備
の

た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
古
代
日
本
の
妻
妾
制
度
に

つ
い
て
は
、
か
つ
て
関
口
裕
子
氏
に
よ
っ
て
そ
の
不
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
り
2

、
拙
著
に
お
い
て
も
、
唐
制
と
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
3

。
従
っ

て
、
本
稿
で
は
主
に
令
制
下
の
嫡
庶
子
制
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
古
代
日
本
の
嫡
子
制
度
に
関
す
る
研
究
が
多
く
、
見
解
も
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
嫡
子
制
度
は
、天
智
朝
以
来
の
内
乱
を
避
け
る
た
め
、

皇
位
継
承
に
お
け
る
嫡
子
相
続
制
の
確
立
を
望
ん
だ
貴
族
層
全
体
の
意
向
だ
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と
す
る
見
解
4

、
大
宝
律
令
の
制
定
の
段
階
に
至
っ
て
、
官
位
相
当
と
蔭
位

の
結
合
に
よ
り
、
有
位
者
の
特
権
維
持
の
制
度
が
整
っ
た
継
嗣
令
の
構
成
自

体
は
蔭
位
が
中
心
だ
と
す
る
見
解
5

、
ま
た
、
大
宝
令
の
嫡
庶
制
度
は
理
念

上
の
も
の
で
、
養
老
令
で
は
律
令
国
家
が
意
図
的
に
官
人
出
身
法
を
通
じ
て

嫡
庶
の
格
差
を
も
ち
こ
み
、
さ
ら
に
家
の
嫡
嫡
相
承
の
相
続
法
の
確
立
を
目

指
す
大
宝
律
令
を
蔭
の
継
承
に
組
み
替
え
た
と
す
る
見
解
6

な
ど
が
あ
る
。

確
か
に
嫡
庶
子
制
の
導
入
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
内
側
か
ら
の
視
点
が
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
嫡
庶
子
制
が
一
個
の
外
来
制
度
と
し
て
、
そ
の
父
系
理

念
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
古
代
日
本
社
会
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
た
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
比
較
的
視
点
か
ら
見

る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
用
語

の
選
択
、
条
文
選
択
か
ら
嫡
庶
子
制
の
世
襲
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
日
本

令
制
下
の
嫡
庶
子
制
の
歴
史
的
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

一　

用
語
の
撰
択
と
概
念
の
転
換

① 

唐
律
令
に
お
け
る
「
承
襲
」
と
「
承
重
」

　

古
代
中
国
の
嫡
庶
制
関
係
の
史
料
を
見
る
と
、
嫡
子
の
存
在
意
義
は
し
ば

し
ば
「
承
襲
」（「
傳
襲
」、「
襲
爵
」
と
も
い
う
）
と
「
承
重
」（「
傳
重
」、「
受

重
」、「
持
重
」
と
も
い
う
）
と
い
っ
た
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
承
襲
」

（「
傳
襲
」「
襲
爵
」）
は
、
主
に
爵
位
の
継
承
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ

る
7

。
爵
位
は
皇
親
或
い
は
功
業
の
大
な
る
異
姓
の
者
に
授
与
す
る
栄
典
で
、

子
々
孫
々
に
伝
襲
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
爵
の
等
級
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な

る
が
、
唐
で
は
親
王
以
下
県
男
ま
で
の
九
等
級
に
分
け
ら
れ
8

、
食
封
授
与
、

永
業
田
授
与
、
課
役
免
除
、
刑
法
上
の
特
典
な
ど
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
蓋

し
唐
律
令
に
お
い
て
嫡
庶
子
制
に
関
す
る
条
文
は
殆
ど
封
爵
に
関
係
し
た
内

容
で
あ
る
。
唐
令
封
爵
令
で
は
「
王
公
侯
伯
子
男
皆
子
孫
承
嫡
者
傳
襲
」
と
、

爵
位
の
継
承
を
言
う
時
に
嫡
庶
を
問
題
に
し
て
お
り
、『
唐
律
疏
議
』
で
は

「
立
嫡
ハ
本
ト
承
襲
ニ
擬
ス
」
9

と
、「
立
嫡
」
の
目
的
が
「
承
襲
」
に
あ
る

と
明
言
し
て
い
る
。
唐
律
詐
偽
律
の
「
非
正
嫡
詐
承
襲
」
条
で
は
「
諸
テ
正

嫡
ニ
非
ラ
ズ
、
応
ニ
襲
爵
ス
ベ
カ
ラ
ズ
シ
テ
襲
承
ス
ル
者
ハ
、
徒
二
年
」
と
、

正
嫡
で
な
い
者
の
爵
位
継
承
に
罪
を
科
し
て
お
り
、戸
婚
律
の
「
立
嫡
違
法
」

条
も
「
諸
テ
嫡
ヲ
立
ツ
ル
コ
ト
法
ニ
違
フ
者
、徒
一
年
」
と
し
て
い
る
。「
王

公
侯
伯
子
男
」
の
地
位
の
継
承
を
規
定
す
る
封
爵
令
の
特
徴
は
一
言
で
言
え

ば
、
世
襲
制
で
あ
る
。
嫡
庶
子
制
は
世
襲
的
地
位
の
継
承
に
機
能
す
る
も
の

だ
か
ら
、
爵
位
継
承
の
文
脈
の
中
で
嫡
庶
の
別
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
容

易
に
理
解
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
唐
律
令
内
部
に
お
け
る
封
爵
と
嫡
庶
子
制

の
密
接
な
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
律

令
の
嫡
庶
制
導
入
の
外
的
要
因
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、「
承
重
」
は
、
主
に
礼
制
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で

あ
る
。『
大
唐
開
元
礼
』
の
五
服
制
度
に
お
い
て
、
嫡
子
に
対
す
る
服
の
等

級
が
最
も
重
い
「
斬
衰
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
「
重
其
当
先
祖
之

正
体
又
将
代
己
為
廟
主
故
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
承
重
」の「
重
」
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は
「
主
持
宗
廟
祭
祀
之
重
」
10

で
あ
り
、
嫡
子
は
祖
先
を
祭
る
宗
廟
の
主
の

重
任
を
負
う
の
で
あ
る
11

。
祖
先
祭
祀
こ
そ
父
系
の
血
脈
の
繋
が
り
を
確
認

す
る
「
時
」
と
「
場
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
祖
先
祭
祀
の
主
と
な
る
嫡
子
が
ま

さ
に
父
系
の
正
統
な
る
継
承
者
な
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
唐
制
で
は
嫡
子
の
継
承
す
る
客
体
が
、
①
爵
位
な
ど
世
襲
的

政
治
地
位
、
②
祖
先
祭
祀
の
祭
主
た
る
地
位
の
二
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
爵
位

の
継
承
は
特
定
の
貴
族
階
層
の
嫡
子
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
迄
も

な
い
。
た
だ
両
者
は
継
承
内
容
が
異
な
る
も
の
の
、
共
通
し
た
と
こ
ろ
は
世

襲
と
嫡
庶
区
別
を
原
則
と
す
る
点
で
あ
る
。
一
方
、
家
財
分
割
が
行
わ
れ
る

場
合
、
嫡
子
に
特
権
は
な
く
、「
諸
子
均
分
」
の
理
念
に
よ
っ
て
、
兄
弟
達

と
平
等
に
家
財
の
得
分
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
財
産
分
割
を
規
定
す
る
唐
令

応
分
条
に
「
嫡
子
」、「
庶
子
」
云
々
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
唐
制
の
嫡
子
の
継
承
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
古
代
日
本
の
嫡
子
制

の
導
入
及
び
そ
の
継
承
内
容
を
考
え
た
い
。

② 

日
本
令
に
お
け
る
「
継
嗣
」
と
「
承
重
」

　

日
本
の
嫡
庶
子
制
の
基
本
を
作
っ
た
の
は
、
継
嗣
令
継
嗣
条
で
あ
る
。
こ

の
条
文
は
唐
封
爵
令
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
唐
封
爵
令
傳
襲
条
と

現
存
す
る
養
老
令
継
嗣
令
継
嗣
条
の
冒
頭
を
比
べ
て
み
よ
う
。

　
　
（
唐
封
爵
令
傳
襲
条
）　　
　

諸
王
公
侯
伯
男
、
皆
子
孫
承
嫡
者
傳
襲

　
　
（
日
本
継
嗣
令
継
嗣
条
）　　

凡
三
位
以
上
継
嗣
者
、
皆
嫡
相
承
。

　

ま
ず
、
唐
令
の
「
諸
王
公
侯
伯
男
」
と
い
っ
た
「
爵
位
」
保
持
者
が
「
三

位
以
上
」
の
「
位
階
」
保
持
者
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
。
ま
た

用
語
面
の
相
違
と
し
て
、封
爵
令
の
「
承
嫡
者
」
が
「
継
嗣
者
」
に
変
え
ら
れ
、

「
傳
襲
」が「
相
承
」に
変
え
ら
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
唐
封
爵
令
の「
承

嫡
者
」
は
、
男
系
の
子
孫
の
中
の
「
嫡
系
を
承
け
る
者
」
の
意
で
、「
傳
襲
」

は
先
述
し
た
よ
う
に
爵
位
の
継
承
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
、
こ
の
冒
頭
部

分
は
、「
嫡
系
を
承
け
る
者
が
爵
位
を
傳
襲
す
る
」と
解
さ
れ
る
。一
方「
継
嗣
」

と
い
う
語
は
、
同
じ
く
継
承
を
表
す
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
が
よ
り
広

い
。「
禮
一
娶
九
女
。
所
以
極
陽
數
。
廣
繼
嗣
。
重
祖
宗
者
也
」
12

と
あ
る

よ
う
に
、「
男
系
の
子
孫
」
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
継
嗣
」
に
対
す
る
養
老

令
の
注
釈
書
『
令
義
解
』
の
注
釈
を
見
る
と
、「
嗣
者
子
」
と
、「
父
」
に
対

す
る
「
子
」
の
意
に
解
釈
の
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
13

、
ま
た
大
宝
令
注
釈

書
『
古
記
』
で
は
、「
継
嗣
者
、
五
位
以
上
嫡
子
也
」
と
よ
り
限
定
的
に
解

釈
さ
れ
て
い
る
14

。
こ
の
「
五
位
以
上
嫡
子
」
は
、明
ら
か
に
選
叙
令
の
「
五

位
以
上
子
条
」
つ
ま
り
蔭
位
制
を
意
識
し
た
解
釈
で
あ
る
。
蔭
位
制
と
は
父

祖
の
官
位
に
応
じ
て
子
孫
が
一
定
の
蔭
階
に
叙
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
日
本

の
蔭
位
制
と
嫡
庶
制
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、「
継
嗣
」
と
い
う

用
語
を
考
え
る
際
、「
及
諸
色
蔭
補
子
孫
。
如
無
虛
假
。
不
計
庶
嫡
。
並
宜

敘
錄
。
如
實
無
子
孫
。
別
立
人
継
嗣
。
巳
出
補
身
得
者
。
只
許
續
蔭
一
人
」

15

と
あ
る
唐
制
の
規
定
に
「
継
嗣
」
と
「
蔭
」
が
一
緒
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
16

。
し
か
し
、
日
本
令
が
「
継
嗣
」
と
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い
う
語
を
選
ん
だ
本
当
の
理
由
は
「
蔭
性
の
継
承｣

を
表
す
た
め
に
、
具
体

的
に
爵
位
継
承
を
表
す
「
傳
襲
」
よ
り
も
抽
象
的
で
意
味
の
広
い
「
継
嗣
」

の
方
が
好
都
合
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
「
継
嗣
」
の
み
な
ら
ず
、「
承
重
」
と
い
う
語
も
蔭
位
の
継
承
の
意
味
に
転

用
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
唐
律
令
、
唐
礼
に
お
い
て
「
承
重
」

は
祖
先
祭
祀
権
の
継
承
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
令
に
お
け
る

「
承
重
」
の
用
法
を
見
る
と
、
継
嗣
令
定
嫡
子
条
に
「
其
嫡
子
有
罪
、
不
任

承
重
者
、申
牒
所
司
、験
実
聴
更
立
」と
あ
る
所
の「
承
重
」に
つ
い
て
、『
古
記
』

は
、「
承
レ

重
。
謂
説
二

祖
父
之
蔭
一

承
継
也
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。『
古

記
』
が
言
う
「
蔭
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
蔭
位
制
に
よ
り
得
ら
れ
る
位
階
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
承
重
」
の
「
重
」
の
本
来
の
意
味
は
―
「
祖

先
祭
祀
の
重
任
」
か
ら
、「
祖
先
と
の
繋
が
り
」、「
祖
先
の
後
を
継
ぐ
」
と
い
っ

た
抽
象
的
な
概
念
を
媒
介
に
「
蔭
位
」
即
ち
官
人
出
身
法
に
転
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
の
選
択
か
ら
、
日
本
律
令
の
制
定
者
が
想
定
し

て
い
る
嫡
子
の
継
承
の
客
体
は
、爵
位
や
祖
先
祭
祀
で
は
な
く
、蔭
位
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
継
嗣
令
が
想
定
し
た
継
承
の
客
体
は
蔭
位
だ
と
い
う
こ

と
は
夙
に
先
学
に
よ
っ
て
多
く
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
用
語
選
択

か
ら
み
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
指
摘
で
あ
る
。

二　

嫡
庶
子
制
の
再
構
築

①
「
立
嫡
」
に
お
け
る
「
嫡
子
」
と
「
嫡
孫
」
に
つ
い
て

　

日
本
令
の
継
嗣
令
に
は
、
①
皇
兄
弟
子
条
、
②
継
嗣
条
、
③
定
嫡
子
条
、

④
王
娶
親
王
条
の
四
条
が
含
ま
れ
て
い
る
。
継
嗣
条
は
大
宝
令
と
養
老
令
の

間
に
改
変
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
中
田
薫
氏
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
大

宝
令
継
嗣
条
全
文
と
養
老
令
継
嗣
条
が
新
た
に
加
え
る
部
分
を
掲
げ
て
お
く

（〔　

〕
内
は
養
老
令
が
新
た
に
加
え
た
り
改
え
た
り
し
た
部
分
）。

　
　

�

凡
八
位〔
三
位
〕以
上
継
嗣
者
。
皆
嫡
相
承
。
若
無
嫡
子
。
及
有
罪
疾
者
。

立
嫡
孫
。
無
嫡
孫
。
以
次
立
嫡
子
同
母
弟
。
無
母
弟
。
立
庶
子
。
無
庶

子
。
立
嫡
孫
同
母
弟
。
無
母
弟
。
立
庶
孫
。〔
四
位
以
下
。
唯
立
嫡
子
。

謂
。
庶
人
以
上
。
其
八
位
以
上
嫡
子
。
未
叙
身
亡
。
及
有
罪
疾
者
。
更

聴
立
替
〕
其
氏
上
者
聴
勅
17

　

中
田
氏
の
復
元
案
の
冒
頭
部
分
の
「
八
位
以
上
」
の
文
言
の
有
無
に
つ
い

て
、
諸
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
議
論
の
焦
点
が
立
嫡
の
範
囲
に
あ
る
。

即
ち
、
こ
の
中
田
復
元
案
を
信
ず
れ
ば
、
立
嫡
の
範
囲
が
八
位
以
上
の
官
人

に
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
当
時
戸
籍
に
記
さ
れ
た
庶
人
の
「
嫡
子
」
と
の
整

合
性
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
『
令
集
解
』
応
分
条
所
引
の
『
古
記
』
に
、「
問
。

定
嫡
子
有
限
以
不
、
答
。
内
八
位
以
上
得
定
嫡
子
。
以
外
不
合
」
と
い
う
問

答
が
み
え
、も
し
立
嫡
の
範
囲
が
八
位
以
上
と
い
う
明
確
な
文
言
が
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
質
問
も
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
、
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
18

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
戸
籍
の
嫡
子
記
入
と
継
嗣
条
の
「
立
嫡
」
と
は

同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
宮
本
氏
の
反
論
が
あ
り
、
ま
た
『
古

記
』
の
上
記
の
質
問
は
継
嗣
条
で
は
な
く
、
応
分
条
の
嫡
子
問
題
に
関
し
て
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出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
義
江
明
子
氏
の
指
摘
も
あ
る
19

。
こ
こ
で
考
え
た

い
の
は
「
立
嫡
」
の
意
味
で
あ
る
。『
令
集
解
』
所
引
の
『
古
記
』
に
は
「
案

封
爵
令
、
王
公
候
伯
子
男
身
存
之
日
。
不
為
立
嫡
。
亡
之
後
嫡
襲
爵
。
庶
子

聴
任
宿
衛
也
。
襲
爵
嫡
子
。
無
子
孫
而
身
亡
者
除
国
。
更
不
及
兄
弟
」
と
、

唐
封
爵
令
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
身
存
之
日
、
不
為
立
嫡
」
と
は
、
爵
位

保
有
者
が
生
存
中
に
後
継
者
の
「
立
嫡
」
の
手
続
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
文
言
で
あ
る
。
思
う
に
、
封
爵
に
は
食
封
な
ど
多
く
の
特
権
を
享
受

で
き
る
栄
典
な
の
で
、
そ
の
継
承
に
は
一
定
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
。『
全

唐
文
』
の
唐
貞
元
七
年
（
791
）
三
月
二
十
日
の
勅
節
文
に
次
の
よ
う
な
ひ
と

く
だ
り
が
あ
る
。

　
　

�

比
來
食
實
封
人
。
多
不
依
令
式
。
皆
身
歿
之
後
。
子
孫
自
申
請
傳
襲
。

伏
請
自
今
以
後
。
并
今
日
以
前
應
食
實
封
人
。
並
一
年
內
准
式
具
合
襲

子
孫
官
品
年
名
。
并
母
氏
嫡
庶
。
於
本
貫
陳
牒
。
如
無
本
貫
。
即
於
食

封
人
本
任
本
使
申
牒
。
如
合
襲
人
有
罪
疾
及
身
死
者
。
亦
限
一
周
年
內

申
牒
。
請
立
以
次
合
襲
人
。

　

こ
れ
は
、
令
制
の
規
定
に
依
ら
な
い
食
封
継
承
の
現
状
を
改
正
す
る
た
め

に
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
爵
位
継
承
の
場
合
も
同
じ
く
手
続
が
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
爵
位
保
有
者
が
「
合
襲
子
孫
」
つ
ま
り
継
承

資
格
の
あ
る
子
孫
の
「
官
品
年
名
」
と
「
母
氏
嫡
庶
」
を
持
っ
て
所
司
に
傳

襲
の
申
請
を
す
る
の
だ
が
、こ
の
手
続
が
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た「
立

嫡
」
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嫡
子
の
身
分
は
妻
の
長
子
と
い
う
生
得
的

条
件
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
も
の
だ
が
、
嫡
子
不
在
或
い
は
罪
な
ど
で
嫡
子
の

資
格
喪
失
の
場
合
も
当
然
あ
り
う
る
の
で
、
そ
れ
を
想
定
し
た
の
は
立
嫡
の

順
序
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
立
嫡
」
の
意
味
と
機
能
を
念
頭
に
お
け
ば
、

先
に
触
れ
た
中
田
氏
の
大
宝
令
継
嗣
条
復
元
案
の
冒
頭
部
分
「
八
位
以
上
」

の
文
言
も
、
応
分
条
所
引
の
『
古
記
』
の
「
内
八
位
以
上
得
定
嫡
子
。
以
外

不
合
」
と
い
う
注
釈
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。
即
ち
、
継
嗣
条
の
立
嫡
の
法

意
が
有
位
官
人
層
の
立
嫡
を
促
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
養
老
令
に
な

る
と
、「
三
位
以
上
」
に
限
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
あ
る
特
定
の
階
層

に
限
定
し
て
「
立
嫡
」
を
求
め
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。「
立
嫡
」
は
制
度

的
な
手
続
を
表
す
こ
と
は
、
次
の
定
嫡
子
条
を
見
て
も
分
か
る
。

　
　

�

凡
定
五
位
以
上
嫡
子
者
、
陳
牒
治
部
験
実
申
官
、
其
嫡
子
有
罪
疾
（
罪

謂
荒
耽
於
酒
、
及
余
罪
戻
、
将
来
不
任
器
用
者
、
疾
謂
廃
疾
）
不
任
重

者
、
申
牒
所
司
験
実
聴
更
立
。

　

継
嗣
条
の
こ
の
二
条
の
関
係
は
、前
者
が
「
嫡
」
に
な
る
候
補
者
の
順
位
、

後
者
が
立
嫡
の
手
続
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
唐
封
爵
令
を
継
承
し
た
大

宝
令
継
嗣
条
は
少
な
く
と
も
字
面
で
は
唐
制
を
踏
襲
し
て
い
る
。
嫡
子
―
嫡

孫
―
嫡
子
同
母
弟
―
庶
子
―
嫡
孫
同
母
弟
―
庶
孫
と
い
う
立
嫡
の
順
位
は
、

無
論
中
国
の
父
系
宗
族
の
宗

継
承
―
祖
先
祭
祀
の
祭
主
身
分
の
継
承
法
に

基
づ
い
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
単
に
「
嫡
」
ポ
ス
ト
の
候
補
者
の
順
位
を
決

め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
養
老
令
に
な
る
と
、
意
味
の
す
り
替
え

が
見
ら
れ
る
。「
四
位
以
下
唯
立
嫡
子
」
と
い
う
文
言
が
入
る
と
、「
嫡
」
の



（6）

言語文化論集　第XXX巻　第 2号

候
補
者
順
位
を
決
め
る
「
立
嫡
」
の
意
味
の
上
に
、三
位
以
上
の
「
立
嫡
子
・

立
嫡
孫
」
と
四
位
以
下
の
「
立
嫡
子
」
と
い
う
階
層
に
よ
る
差
異
の
意
味
が

新
ら
た
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
無
論
養
老
令
の
こ
の
文
言
は
、
次
節
で

見
る
「
五
位
以
上
子
条
」
の
内
容
を
想
定
し
て
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
「
五
位
以
上
子
条
」
に
見
る
嫡
庶
等
級
制

　

養
老
令
選
叙
令
五
位
以
上
子
条
で
は
五
位
以
上
の
官
人
の
子
の
出
身
の
特

典
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

　
　

�

凡
五
位
以
上
子
出
身
者
。
一
位
嫡
子
従
五
位
下
、
庶
子
正
六
位
上
。
二

位
嫡
子
正
六
位
下
。
庶
子
及
三
位
嫡
子
従
六
位
上
。
庶
子
従
六
位
下
。

正
四
位
嫡
子
正
七
位
下
。
庶
子
及
従
四
位
嫡
子
従
七
位
上
。
庶
子
従
七

位
下
。
正
五
位
嫡
子
正
八
位
下
。
庶
子
及
従
五
位
嫡
子
従
八
位
上
。
庶

子
従
八
位
下
。
三
位
以
上
蔭
及
孫
。
降
子
一
等
。
外
位
蔭
准
内
位
。
其
五

位
以
上
。
帯
勲
位
高
者
。
即
依
当
勲
階
。
同
官
位
蔭
。
四
位
降
一
等
。

五
位
降
二
等

　

こ
の
条
文
は
恐
ら
く
大
宝
令
も
同
文
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
20

。
こ
れ

も
唐
制
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
唐
六
典
』
巻
二
に
次
の
よ
う
な
規
定
が

あ
る
。

　
　

�

一
品
子
正
七
品
上
叙
、
至
従
三
品
子
，
遞
降
一
等
。
四
品
、
五
品
有
正
、

従
之
差
，
亦
遞
降
一
等
；
従
五
品
子
，
従
八
品
下
叙
。
国
公
子
，
亦
従

八
品
下
。
三
品
以
上
蔭
曽
孫
，
五
品
已
上
蔭
孫
。
孫
降
子
一
等
，
曽
孫

降
孫
一
等
。
贈
官
降
正
官
一
等
，
散
官
同
職
事
。
若
三
品
帯
勲
官
者
，

即
依
勲
官
品
同
職
事
蔭
；
四
品
降
一
等
，
五
品
降
二
等
。
郡
、
縣
公
子
，

準
従
五
品
孫
；
縣
男
已
上
子
，
降
一
等
。
勲
官
二
品
子
，
又
降
一
等
。

二
王
後
子
孫
，
準
正
三
品
蔭
21

。

　

唐
制
で
は
五
品
以
上
子
孫
が
資
蔭
可
能
で
あ
る
の
に
対
応
し
て
日
本
令
も

蔭
位
可
能
の
範
囲
を
五
位
以
上
に
し
て
い
る
が
、
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
。

牧
英
正
氏
は
か
つ
て
両
者
の
違
い
を
、
①
日
本
令
は
唐
令
よ
り
蔭
位
制
の
範

囲
が
一
代
縮
小
し
た
。
②
唐
令
は
嫡
子
孫
の
み
で
あ
る
が
、
日
本
令
で
は
、

嫡
庶
の
別
を
設
け
て
、
諸
子
に
蔭
を
受
け
さ
せ
る
。
③
唐
令
で
は
蔭
叙
は
二

五
歳
か
ら
、
日
本
令
で
は
二
十
一
歳
か
ら
に
な
っ
て
い
る
。
④
唐
の
秀
才
以

下
の
科
挙
制
に
よ
る
第
階
が
ほ
ぼ
同
等
に
継
受
さ
れ
た
の
に
、
唐
の
蔭
階
に

比
べ
て
日
本
で
は
上
位
者
の
蔭
階
が
著
し
く
高
く
な
っ
て
い
る
、
と
し
た

22

。
確
か
に
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
令
の
蔭
位
範
囲
は
唐
令
よ
り
一

際
縮
小
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
両
条
の
も
う
一
つ
の
相
違

点
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
唐
令
で
は
「
子
」、「
孫
」
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
日

本
令
で
は
「
嫡
子
」、「
庶
子
」
と
変
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
も

う
す
こ
し
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

　

牧
野
氏
は
、
唐
の
資
蔭
制
で
は
嫡
子
の
み
で
、
日
本
令
で
は
嫡
庶
の
区
別

が
あ
り
な
が
ら
諸
子
が
受
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
唐
令
の
資
蔭
出
身
法

で
は
、
少
な
く
と
も
明
文
上
で
は
嫡
庶
制
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
23

。
中
国

歴
代
の
資
蔭
関
係
の
史
料
を
見
て
み
る
と
、
早
い
例
に
『
漢
書
・
哀
帝
紀
』
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に
「
吏
二
千
石
以
上
視
事
三
年
、
得
蔭
同
産
若
子
一
人
為
郎
」
と
い
う
の
が

あ
る
。
所
謂
「
任
子
制
」
で
あ
る
。
元
初
に
書
か
れ
た
『
文
献
通
考
』
に
よ

れ
ば
、
前
漢
、
後
漢
の
任
子
制
の
例
に
、
父
蔭
に
よ
る
任
官
例
の
み
な
ら
ず
、

兄
蔭
に
よ
る
任
官
例
も
あ
る
。
唐
に
な
る
と
、
資
蔭
出
身
法
が
整
備
さ
れ
た

が
、
子
、
孫
、
曾
孫
の
区
別
が
あ
っ
て
も
、
嫡
庶
の
区
別
が
な
い
。
人
数
も

一
定
し
て
お
ら
ず
、
多
い
場
合
は
九
人
も
い
た
24

。
つ
ま
り
、
唐
の
資
蔭
制

の
等
級
は
、
①
父
祖
の
官
品
の
高
低
、
②
子
・
孫
・
曾
孫
と
い
っ
た
世
代
の

差
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
蔭
位
制
は
高
官
の
特
権

で
あ
る
も
の
の
、
爵
位
継
承
の
よ
う
な
世
襲
的
、
嫡
子
単
独
継
承
が
前
提
と

さ
れ
る
身
分
の
継
承
と
異
な
る
の
で
、
嫡
庶
に
よ
る
制
限
が
な
い
。
唐
宋
以

降
、
蔭
位
の
人
数
が
次
第
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
元
、
明
に
至
り
、

蔭
を
受
け
ら
れ
る
の
が
一
子
に
限
定
さ
れ
る
と
、
嫡
子
が
「
承
蔭
」
の
優
先

順
位
の
筆
頭
に
な
っ
た
の
で
あ
る
25

。
通
史
的
に
み
れ
ば
古
代
中
国
の
資
蔭

制
は
高
官
層
の
支
持
と
忠
誠
を
得
る
た
め
の
優
待
策
と
し
て
各
時
代
に
用
い

ら
れ
た
が
、
科
挙
制
と
い
う
才
覚
主
義
の
官
人
出
身
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、

官
人
制
度
の
主
流
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
令
の
五
位
以
上
子
条
は
明
確
に
嫡
庶
子
制
を
取
り
入
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
父
祖
の
官
位
差
、
世
代
差
に
嫡
庶
の
差
が
加
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
唐
制
よ
り
複
雑
な
構
成
に
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
嫡
庶
子

制
は
官
人
機
構
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
構
築
に
一
役
を
買
っ
て
い
る
と
考
え
る

が
、
こ
の
嫡
庶
等
級
制
が
い
か
に
し
て
想
到
さ
れ
た
の
か
。
筆
者
は
や
は
り

継
嗣
条
の
拠
り
所
と
し
た
封
爵
令
を
重
視
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
唐

の
封
爵
関
係
の
条
文
で
は
嫡
庶
が
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
封

爵
令
を
見
る
と
、
嫡
庶
区
別
の
条
文
が
容
易
に
見
つ
か
る
。

　
　

�

諸
皇
兄
弟
、
為
親
王
。
親
王
之
子
、
承
嫡
者
、
為
嗣
王
、
皇
太
子
諸
子
、

並
為
郡
王
、
親
王
之
子
、
承
恩
澤
者
、
亦
封
郡
王
、
諸
子
封
郡
公
、
其

嗣
王
郡
王
、
及
特
封
王
子
孫
承
襲
者
、
降
授
國
公
26

。

　

こ
の
条
文
は
皇
親
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
承
嫡
者
と
諸
子
の
間
に
は

等
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
嫡
庶
等
級
と
い
え
ば
、
周
で
行
わ
れ
た
分
封
制

を
ま
ず
想
起
さ
れ
よ
う
。
王
、
諸
侯
、
卿
、
大
夫
、
士
と
い
っ
た
政
治
的
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
構
成
す
る
大
部
分
は
皇
室
の
宗
親
で
あ
り
、
そ
れ
も
血
縁
の

親
疎
、
嫡
庶
の
別
に
よ
っ
て
序
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
を
正
せ
ば
、

父
系
の
宗
法
の
「
尊
尊
親
親
」
の
理
念
で
あ
る
。
礼
法
と
し
て
の
喪
服
制
度

に
お
い
て
、
嫡
庶
間
で
等
級
が
置
か
れ
て
い
る
の
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

従
っ
て
、
一
言
嫡
庶
の
別
と
言
っ
て
も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
多
様
に
変
化
す

る
も
の
で
あ
る
。
爵
位
継
承
に
限
っ
て
み
て
も
、
嫡
子
単
独
継
承
は
前
提
で

あ
る
が
、諸
侯
王
の
勢
力
を
分
裂
さ
せ
、郡
県
制
を
広
げ
る
目
的
と
す
る
「
推

恩
裂
土
」
―
嫡
子
に
は
原
爵
位
を
継
承
さ
せ
、
諸
子
は
一
等
下
っ
た
爵
位
を

授
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
王
、
諸
侯
の
封
国
を
分
裂
さ
せ
る
―
の
政
策
も
あ

り
、
ま
た
嫡
子
不
在
の
解
決
策
と
し
て
「
支
庶
昭
封
」
―
嫡
子
な
ら
原
爵
を

継
承
す
る
の
に
対
し
、
傍
系
の
庶
子
が
継
承
す
る
場
合
は
一
等
下
っ
た
爵
位

を
授
け
ら
れ
る
―
の
政
策
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
に
な
る
と
、
資
蔭
に
関
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す
る
規
定
や
皇
親
兄
弟
に
関
す
る
規
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
品
、
世
代
、

嫡
庶
に
よ
る
等
級
制
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
制
度

発
展
の
動
き
を
念
頭
に
お
け
ば
、
日
本
の
「
五
位
以
上
条
」
に
見
ら
れ
る
顕

著
な
嫡
庶
等
級
性
も
頷
け
よ
う
。
野
村
忠
夫
に
よ
れ
ば
、
蔭
位
制
の
意
図
は

官
人
機
構
の
中
で
貴
族
官
人
の
諸
階
層
を
同
じ
階
層
か
ら
再
生
産
す
る
こ
と

に
あ
る
27

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
合
致
し
た
の
は
、
唐
の
資
蔭
制
と

封
爵
制
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
資
蔭
制
の
官
品
、
世
代
の
等
級
性
と
封
爵
令

に
あ
る
嫡
庶
等
級
性
と
が
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
五
位
以
上
条
が
作
ら
れ
、
古

代
日
本
の
貴
族
的
官
僚
制
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

③
応
分
条
に
み
る
嫡
庶
等
級
制

　

唐
律
令
と
日
本
律
令
の
最
も
顕
著
な
相
違
は
、
財
産
継
承
で
あ
る
。
先
述

し
た
よ
う
に
、
唐
制
で
は
、
嫡
子
は
世
襲
的
地
位
の
継
承
、
祭
祀
権
の
継
承

に
お
い
て
特
権
的
で
あ
る
が
、
家
財
分
割
に
お
い
て
は
、
諸
子
と
平
等
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
諸
子
均
分
法
は
漢
代
か
ら
行
わ
れ
、
唐
、
宋
、
明
、
清
に

継
承
さ
れ
て
い
た
28

。
こ
の
「
兄
弟
均
分
」
は
、「
父
子
同
気
」
―
同
じ
く

父
親
の
血
を
受
け
継
い
で
い
る
上
、
平
等
で
あ
る
―
と
い
う
父
系
的
理
論
に

よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
同
居
共
財
制
が
行
わ
れ
て
い
た
中
国
の
家
族

に
相
応
し
た
分
割
法
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
日
本
令
で
は
、
一

貫
し
て
「
嫡
庶
異
分
」
の
方
針
を
取
っ
て
い
た
。
特
に
大
宝
令
の
場
合
は
、

強
烈
な
嫡
子
重
視
主
義
が
打
ち
出
さ
れ
、
応
分
条
で
は
嫡
子
の
得
分
が
財
産

の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
諸
説
が
あ

り
、
日
本
古
来
の
慣
習
法
と
し
て
、
家
父
の
専
有
主
義
に
基
づ
く
相
続
と
す

る
中
田
説
（1926

）、
大
化
前
の
氏
の
族
長
的
系
譜
に
つ
な
が
る
有
力
者
、

地
方
豪
族
の
世
襲
的
特
権
的
地
位
の
継
承
と
す
る
宮
本
説
（1954

）、
皇
位

の
嫡
子
相
続
と
同
じ
よ
う
に
政
治
的
な
意
図
か
ら
規
定
さ
れ
た
可
能
性
も
強

い
（
関
口
裕
子
・1969

）
と
す
る
関
口
説
が
あ
る
29

。
確
か
に
大
宝
年
間
の

政
治
情
勢
の
動
き
を
見
る
と
、
嫡
系
重
視
の
機
運
に
あ
り
、
後
述
す
る
が
、

大
宝
年
間
の
戸
籍
に
あ
る
嫡
子
記
載
を
見
て
も
、「
父
―
嫡
子
」
の
父
子
直

系
ラ
イ
ン
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
嫡
子
に
財
産
の

半
分
も
相
続
さ
せ
る
と
い
う
急
進
的
方
針
を
取
っ
て
い
た
の
も
頷
け
る
が
、

養
老
令
の
段
階
に
至
り
、
そ
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。
嫡
子
の
財
産
相
続
分
は

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
さ
れ
、
嫡
子
と
同
格
の
財

産
相
続
者
に
「
嫡
母
」、「
継
母
」
が
加
わ
っ
た
が
、「
嫡
庶
異
分
」
の
方
針

は
変
っ
て
い
な
い
。
こ
の
養
老
令
の
「
嫡
子
二
分
」
の
分
配
法
は
、
唐
の
食

封
に
関
す
る
規
定
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
夙
に
中
田
薫
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
30

。
食
封
と
は
、
律
令
制
の
俸
禄
の
一
形
態
で
、

爵
位
保
持
者
や
高
官
な
ど
に
一
定
の
封
戸
が
支
給
し
、
そ
の
封
戸
か
ら
の
租

の
何
割
分
か
を
徴
収
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
唐
の
食
封
の
相
続
に
関
す
る
規

定
は
『
唐
六
典
』
に
見
ら
れ
る
。

　
　

�
食
封
人
身
没
以
後
、
所
封
物
随
其
男
数
為
分
、
承
嫡
者
加
與
一
分
、
若

子
亡
者
、
即
男
承
父
分
、
寡
妻
無
男
承
夫
分
、
若
非
承
嫡
房
、
至
玄
孫
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即
不
在
分
限
。
其
封
物
総
入
承
嫡
房
。
一
依
上
法
為
分
、其
非
承
嫡
房
、

毎
至
玄
孫
準
前
停
、
其
応
得
分
房
無
男
、
有
女
在
室
者
、
準
当
房
分
得

数
與
半
、
女
雖
多
更
不
加
、
雖
有
男
其
姑
姉
妹
在
室
者
、
亦
三
分
減
男

之
二
、
若
公
主
食
実
封
、
則
公
主
甍
乃
停
。

　

食
封
は
子
孫
に
相
傳
さ
れ
る
世
襲
的
性
格
を
持
ち
な
が
ら
、
嫡
子
単
独
相

続
の
祭
祀
権
や
爵
位
と
異
な
り
、
諸
子
（
女
）
に
分
割
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、「
承
嫡
者
加
與
一
分
」
と
あ
る
よ
う
に
嫡
子
と
諸
子
の
間
に

一
等
差
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
、
一
般
財
産
継
承
と
爵
位
継
承
の
中

間
に
位
置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
養
老
令
が
大
宝
令
の
急
進
的
嫡
系
主
義

を
修
正
す
る
時
に
、
こ
の
食
封
相
続
条
に
依
拠
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

の
条
文
の
中
間
的
性
格
︱
諸
子
継
承
で
あ
り
な
が
ら
、
嫡
庶
異
分
で
あ
る
こ

と
―
に
注
目
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
唐
制
に
理
論
的
根
拠
を
求
め

る
と
こ
ろ
か
ら
、
養
老
令
制
定
者
の
典
範
主
義
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
嫡
庶

の
得
分
を
修
正
し
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
嫡
庶
異
分
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す

る
決
意
も
看
取
さ
れ
る
。
財
産
相
続
に
お
け
る
嫡
庶
異
分
主
義
は
古
代
日
本

の
慣
習
法
だ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
父
子
同
居
共
産
の
家
族
形
態

の
産
物
で
あ
る
諸
子
均
分
法
は
、
父
子
兄
弟
の
同
居
の
不
在
、
個
人
所
有
制

の
古
代
日
本
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
改
変
す
る
に
は
食

封
相
続
制
の
よ
う
な
嫡
庶
異
分
主
義
は
格
好
の
典
範
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
や
は
り
律
令
国
家
に
と
っ
て
、
官
人
体
制
の
整
備
と
家
族
秩
序
の
樹
立

こ
そ
急
務
で
あ
る
。
財
産
相
続
の
規
定
で
あ
る
応
分
条
に
も
嫡
庶
制
を
導
入

し
た
真
意
は
、官
人
制
度
で
あ
る
蔭
位
制
の
嫡
庶
制
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
、

公
私
両
面
か
ら
王
権
と
父
系
の
秩
序
を
樹
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

三　

嫡
庶
子
制
と
父
子
継
承
ラ
イ
ン

①
王
位
継
承
と
嫡
庶
子
制

　

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
は
「
嫡
子
」
の
用
例
が
な
い
。『
日

本
書
紀
』
に
は
二
例
し
か
な
く
、
い
ず
れ
も
欽
明
天
皇
を
指
し
て
い
る
。
記

紀
の
編
纂
に
深
く
関
わ
っ
た
天
武
朝
か
ら
み
て
、
欽
明
は
父
系
の
直
系
の
祖

先
に
当
た
る
。
欽
明
を
「
嫡
子
」
と
す
る
こ
と
は
、
欽
明
―
敏
達
―
（
押
坂

彦
人
大
兄
皇
子
）
―
舒
明
―
天
智
・
天
武
の
王
統
の
正
嫡
性
を
主
張
す
る
こ

と
に
な
る
。
周
知
の
通
り
、
天
智
朝
・
天
武
朝
は
嫡
系
継
承
の
理
念
が
強
く

打
ち
出
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
嫡
系
継
承
」
が
主
張
さ
れ

た
内
容
を
見
る
と
、
嫡
庶
子
を
区
別
す
る
意
識
が
意
外
と
薄
く
、
父
子
間
の

「
直
系
継
承
」
が
「
嫡
系
継
承
」
と
認
識
さ
れ
た
よ
う
な
節
が
あ
る
。
天
智

の
継
承
者
大
友
皇
子
が
壬
申
の
乱
で
天
武
に
敗
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
天
智
―

大
友
の
父
子
直
系
継
承
が
頓
挫
し
た
が
、
天
武
も
同
じ
く
皇
子
草
壁
皇
子
を

皇
太
子
に
立
て
、
父
子
直
系
継
承
を
図
っ
た
。
し
か
し
草
壁
太
子
の
死
去
に

よ
り
、
天
武
の
皇
后
、
太
子
の
母
（
持
統
）
が
即
位
し
た
。
持
統
は
す
ぐ
に

は
草
壁
の
遺
子
文
武
を
皇
嗣
と
立
て
ず
、一
旦
高
市
皇
子
を
皇
嗣
に
擬
し
た
。

『
懐
風
藻
』
の
葛
城
王
伝
に
よ
れ
ば
、
文
武
の
王
位
継
承
が
図
ら
れ
た
の
が
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高
市
皇
子
の
死
後
で
あ
り
、
そ
の
時
も
異
論
が
唱
え
ら
れ
決
ま
ら
な
か
っ
た

と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
父
子
直
系
継
承
が
実
際
大
変
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

　
　

�

我
国
家
為
法
也
。
神
代
以
来
、子
孫
相
承
。
以
襲
天
位
。
若
兄
弟
相
及
、

則
乱
従
此
興
。
仰
論
天
心
、
誰
能
敢
則
。
然
以
人
事
推
之
、
聖
嗣
自
然

定
矣
。
此
外
誰
敢
間
然
乎
。

　

葛
城
王
が
こ
こ
で
父
―
子
―
孫
と
い
う
直
系
継
承
の
正
当
性
を
強
調
し
て

文
武
の
即
位
を
推
し
た
が
、
嫡
庶
に
関
し
て
は
殆
ど
問
題
に
し
な
か
っ
た
。

文
武
の
正
嫡
性
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
母
親
元
明
の
即
位
の
時
で
あ
っ

た
。
慶
雲
四
年
（
707
）
文
武
天
皇
の
後
を
継
い
で
、
そ
の
母
親
、
天
智
皇
女

の
元
明
が
即
位
す
る
。

　
　

�

藤
原
宮
に
御
宇
し
し
倭
根
子
天
皇
、
丁
酉
の
八
月
に
、
此
の
食
国
天
下

の
業
を
、
日
並
所
皇
太
子
の
嫡
子
、
今
御
宇
し
つ
る
天
皇
に
授
け
賜
ひ

て
、並
び
坐
し
て
此
の
天
下
を
治
め
賜
ひ
諧
へ
賜
ひ
き
。
‥
‥
我
が
王
、

朕
が
子
天
皇
の
詔
り
た
ま
ひ
つ
ら
く
、「
朕
御
身
労
ら
し
く
坐
す
が
故

に
、
暇
間
得
て
御
病
治
め
た
ま
は
む
と
す
。
此
の
天
つ
日
嗣
の
位
は
、

大
命
に
坐
せ
大
坐
し
坐
し
て
治
め
賜
ふ
べ
し
」
と
譲
り
賜
ふ
命
を
受
け

賜
り
坐
し
て
答
へ
曰
し
つ
ら
く
、「
朕
は
堪
へ
じ
」
と
辞
び
白
し
て
受

け
坐
さ
ず
在
る
間
に
、
遍
多
く
日
重
ね
て
譲
り
賜
へ
ば
、
‥
‥
こ
の
重

位
に
継
ぎ
坐
す

　

こ
こ
で
言
う
「
嫡
子
」
は
元
明
と
草
壁
の
間
に
生
ま
れ
た
文
武
を
指
し
て

い
る
が
、「
朕
が
子
」
で
あ
る
か
ら
、
文
武
の
正
嫡
性
を
主
張
す
る
と
同
時

に
元
明
自
身
の
正
嫡
性
の
強
調
に
も
な
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た
の
は
「
嫡

子
」
と
「
嫡
妻
」
の
王
位
継
承
の
正
当
性
で
あ
っ
て
、父
系
の
「
嫡
系
継
承
」

の
意
味
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
元
明
天
皇
の
後
に
そ
の
皇
女
の
元
正
が
即
位
し
、
神
亀
元
年

（
725
）
二
月
に
よ
う
や
く
文
武
天
皇
の
皇
子
聖
武
が
即
位
す
る
。
注
目
し
た

い
の
が
そ
の
時
の
宣
命
で
あ
る
。

　
　

�

此
食
国
天
下
は
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
藤
原
宮
に
、
天
下
知
ら
し
め
し
し
、

み
ま
し
の
父
と
坐
す
天
皇
の
、
み
か
し
に
賜
ひ
し
天
下
の
業
31

「
あ
な
た
の
父
で
あ
る
文
武
が
あ
な
た
に
賜
っ
た
天
下
で
あ
る
」
と
い
う
元

正
の
文
武
に
対
す
る
詔
か
ら
、
文
武
―
聖
武
の
父
子
の
直
系
継
承
ラ
イ
ン
へ

の
強
い
意
識
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
聖
武
が
即
位
す
る
と
、「
大
赦
天
下
。

内
外
文
武
職
事
及
五
位
以
上
為
父
後
者
、授
勲
一
級
」と
し
た
。「
為
父
後
者
」

即
ち
「
嫡
子
」
の
官
位
を
一
級
上
げ
る
こ
と
は
、嫡
系
主
義
の
称
揚
で
あ
り
、

文
武
―
聖
武
系
の
父
子
継
承
の
勝
利
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
父
子
継
承
ラ
イ
ン
へ
の
強
い
志
向
が
神
亀
四
年
九
月
に
聖
武
帝
の
皇

子
誕
生
の
時
に
も
見
ら
れ
る
。
同
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
産
養
に
「
五
位
以

上
賜
綿
有
差
。
累
世
之
家
嫡
子
、
身
帯
五
位
以
上
者
、
別
加
絁
十
疋
」
と
嫡

系
重
視
の
姿
勢
を
示
し
た
後
、
立
太
子
の
詔
を
出
し
た
。
こ
の
皇
子
は
神
亀

五
年
九
月
十
三
日
二
歳
で
な
く
な
っ
た
が
、
天
武
―
草
壁
皇
子
―
文
武
―
聖

武
―
基
王
と
い
う
父
子
直
系
継
承
へ
の
強
調
は
五
位
以
上
子
の
「
為
後
者
」、
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「
嫡
子
」
へ
の
優
待
策
を
通
し
て
主
張
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
文
武
朝
に
制
定
さ
れ
た
大
宝
律
令
の
強
烈
な
嫡
系
主
義
も

頷
け
る
。
律
令
の
み
な
ら
ず
、
大
宝
年
間
に
作
ら
れ
た
戸
籍
に
も
同
じ
傾
向

が
見
ら
れ
る
。

②
「
家
長
」・「
尊
長
」
に
つ
い
て

　

養
老
令
（
大
宝
令
も
同
文
で
あ
ろ
う
）
戸
令
の
戸
主
条
に
次
の
よ
う
な
規

定
が
あ
る
。

　
　

�

凡
戸
主
。
皆
以
家
長
為
之
。
戸
内
有
課
口
者
。
為
課
戸
。
無
課
口
者
。

　
　

�

為
不
課
戸
。
不
課
。
謂
皇
親
。
及
八
位
以
上
。
男
年
十
六
以
下
。
并
蔭
子
。
耆
。
癈
疾
。

篤
疾
。
妻
妾
女
。
家
人
。
奴
婢
。

　
「
戸
主
」
に
な
る
条
件
は
「
家
長
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
家
長
」
の

意
味
に
つ
い
て
、平
安
時
代
に
成
立
し
た
『
令
集
解
』
に
み
え
る
諸
注
は
「
家

長
」
＝
「
嫡
子
」
と
理
解
し
て
い
る
点
で
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。

『
古
記
』�‥
問
。
父
不
定
嫡
子
死
。
母
見
在
。
以
誰
為
戸
主
。
答
以
母
為
戸
主
。

一
云
。
以
法
定
嫡
子
。
合
為
戸
主
也
。
問
。
有
嫡
子
幼
若
。
若
為
処

分
。
答
。
嫡
子
幼
弱
者
、
猶
為
以
母
耳
。

『
令
釈
』�‥
若
父
死
。
母
子
見
存
者
。
以
男
為
之
。
又
有
伯
叔
兄
数
人
。
猶
以

嫡
子
為
戸
主
也
。

『
令
義
解�

』‥
凡
継
嗣
之
道
。
正
嫡
相
承
。
雖
有
伯
叔
。
是
為
傍
親
。
故
以
嫡

子
為
戸
主
也
。

『
穴
記
』
家
長
謂
嫡
子
也
。
無
嫡
子
立
嫡
孫
。
以
次
立
。
皆
依
継
嗣
令
耳
也
。

『
跡
記
』�

問
。
兄
弟
同
籍
。
而
兄
亡
。
弟
在
。
未
知
。
兄
子
與
弟
以
誰
為
戸
主
。

答
。
得
家
人
以
兄
子
合
戸
主
。
‥

　

大
宝
令
の
注
釈
書
『
古
記
』
の
段
階
で
は
、
戸
主
に
な
る
候
補
者
は
、
未

だ
母
と
嫡
子
間
で
揺
れ
て
い
た
が
、
養
老
令
の
注
釈
書
『
令
釈
』
以
降
、
次

第
に
「
家
長
」
＝
「
嫡
子
」
の
説
が
優
勢
に
な
り
、「
継
嗣
之
道
」
と
し
て

説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が「
嫡
子
」と「
伯
叔
」

の
関
係
で
あ
る
。
唐
律
令
に
お
け
る
「
家
長
」
は
、
戸
政
上
の
用
語
で
、
字

面
通
り
「
一
家
の
長
」
で
あ
る
。
唐
律
の
「
家
長
」
の
用
法
を
み
る
と
、
戸

籍
の
脱
漏
、
家
族
の
違
法
や
私
入
道
な
ど
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
或
い
は

奴
婢
解
放
の
許
可
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
の
責
任
者
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
こ
の「
家
長
」と
語
義
の
近
い
言
葉
に「
尊
長
」と
い
う
語
が
あ
る
。

唐
律
の
名み
ょ
う
れ
い例
共
犯
条
に
「
家
人
共
犯
、
止
坐
尊
長
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、

律
令
の
条
文
名
だ
け
と
っ
て
み
て
も
「
尊
長
與
卑
幼
定
婚
」、「
謀
殺
期
親
尊

長
」、「
毆
詈
夫
期
親
尊
長
」、「
告
期
親
尊
長
」
な
ど
が
あ
り
、
主
に
家
庭
内

の
乱
倫
、紛
糾
の
文
脈
の
中
で「
尊
長
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
家
長
」

と
「
尊
長
」
は
同
じ
意
味
を
持
ち
な
が
ら
、「
家
長
」
は
戸
政
上
の
用
語
で

あ
る
の
に
対
し
、「
尊
長
」
の
家
庭
内
の
長
幼
関
係
を
表
す
語
で
あ
る
。
従
っ

て
、「
家
人
共
犯
」
の
場
合
は
、
教
育
責
任
を
持
つ
「
尊
長
」
の
責
任
が
問

わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
令
集
解
』
の
諸
注
が
「
家
長
」
と
「
尊
長
」
の
間
で
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揺
れ
て
い
る
の
は
、
両
国
の
想
定
し
た
「
家
」
の
範
囲
が
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。『
唐
律
疏
議
』
で
は
「
家
人
共
犯
、止
坐
尊
長
」
の
「
尊
長
」
を
「
男
夫
」

と
限
定
し
、
ま
た
そ
の
「
家
人
」
の
範
囲
を
「
祖
父
・
伯
叔
・
子
孫
・
弟
姪
」

と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
唐
律
令
が
「
戸
＝
家
」
の
範
囲
を
基
本
的
に
父
系

三
代
の
同
居
体
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
唐
応
分
条
の
規
定
に
よ

れ
ば
、
父
祖
の
死
後
よ
り
三
年
経
て
ば
、
兄
弟
間
の
「
分
家
」
つ
ま
り
家
財

分
割
が
可
能
と
な
る
た
め
、
父
系
親
同
居
体
の
規
模
は
必
ず
し
も
三
代
同
居

に
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
男
系
二
世
代
の
同
居
体
に
せ
よ
、
三
世
代
の
同
居

体
に
せ
よ
、
そ
の
範
囲
内
の
「
尊
長
」
＝
「
家
長
」
が
年
齢
順
で
決
め
ら
れ

る
わ
け
だ
か
ら
、「
伯
叔
」
が
な
る
場
合
も
当
然
あ
り
う
る
。
日
本
令
の
戸

主
条
は
、
唐
令
戸
主
条
に
倣
っ
て
「
戸
主
皆
以
家
長
」
と
い
う
よ
う
に
「
家

長
」の
語
を
取
り
入
れ
た
が
、男
系
二
世
代
以
上
の
同
居
体
が
な
い
た
め
、「
家

長
」と「
尊
長
」の
意
味
の
混
乱
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
語
義
に
拘
る
諸
注
は
、

一
旦
「
家
長
」
と
「
尊
長
」
の
意
味
の
混
乱
に
困
惑
の
色
を
示
し
た
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
伯
叔
兄
は
い
て
も
「
傍
親
」
で
あ
り
、
嫡
子
が
「
家
長
」
に

な
る
べ
し
と
い
う
結
論
に
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
法
か
ら
、
明
法

家
達
が
想
定
し
た
「
家
長
」
の
「
家
」
は
、父
―
子
直
系
的
な
範
囲
で
あ
っ
て
、

伯
叔
を
も
入
れ
た
父
系
同
居
集
団
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。
父
系

傍
系
親
を
排
除
し
た
父
―
子
の
ラ
イ
ン
で
考
え
れ
ば
、
諸
注
の
「
戸
主
＝
家

長
＝
嫡
子
」
の
解
釈
法
に
も
一
理
あ
る
。

③
大
宝
年
間
の
戸
籍
に
見
る
「
嫡
子
」

　

大
宝
二
年
の
戸
籍
に
は
御
野
国
型
（
こ
こ
で
は
Ａ
型
と
す
る
）
と
、
西
海

道
型
（
こ
こ
で
は
Ｂ
型
と
す
る
）
の
二
類
型
が
あ
り
、
記
載
形
式
に
差
が
あ

る
も
の
の
、
男
子
の
持
っ
た
成
人
男
性
ご
と
に
「
嫡
子
」
が
付
け
ら
れ
る
、

と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
Ａ
型
は
前
代
か
ら
の
浄
御
原
令
の
書
式
、
Ｂ
型

は
大
宝
令
以
降
の
書
式
と
言
わ
れ
て
お
り
、
両
者
の
相
違
も
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
32

、
こ
こ
で
は
主
に
嫡
庶
制
を
中
心
に
見
て
み
る
。
Ａ
型
の
記

載
の
特
徴
と
し
て
、
①
男
女
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
、
②
男
性
グ
ル
ー
プ
の

中
で
、
嫡
子
が
父
の
す
ぐ
後
に
付
け
ら
れ
、「
父
―
嫡
子
」
と
い
う
父
子
直

系
ラ
イ
ン
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
一
戸
の
う
ち
に
複
数
の
父
子
直
系

ラ
イ
ン
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ａ
型
の
例
に
示
さ
れ

た
よ
う
に
（
次
頁
参
照
）、
こ
の
「
戸
」
の
う
ち
に
、
戸
主
の
ほ
か
に
成
人

の
兄
弟
か
ら
な
っ
て
お
り
、
四
人
と
も
皆
嫡
子
を
持
っ
て
い
る
。
一
戸
の
う

ち
に
四
本
の
「
父
―
嫡
子
」
の
父
子
ラ
イ
ン
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
諸
子
の

年
齢
か
ら
み
れ
ば
、
長
男
が
「
嫡
子
」
と
記
載
さ
れ
る
記
載
方
針
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
、
大
宝
令
以
降
の
記
載
方
式
に
基
づ
い
た
Ｂ

型
（
次
頁
参
照
）
は
、
ま
ず
兄
弟
型
の
戸
が
激
減
し
て
お
り
、
当
然
の
結
果

と
し
て
一
戸
内
の
嫡
子
数
も
減
っ
て
い
る
。
ま
た
記
載
法
と
し
て
も
、
Ａ
型

の「
父
―
嫡
子
」と
い
う
形
を
変
え
、「
嫡
子
」を
最
下
段
に
記
す
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
代
わ
り
、「
嫡
子
」
の
ほ
か
に
、「
嫡
女
」、「
嫡
弟
」
と
い
っ
た
嫡

庶
系
名
称
が
よ
り
複
雑
に
な
り
、「
腹
」
に
よ
る
区
別
意
識
が
看
取
さ
れ
る
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よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
型
（
大
宝
二
年
）

　

戸
主
秦
部
長
日　
　
　

年
陸
拾
参
歳　

老
夫　

課
戸

　

妻
家
部
須
加
代
売　
　

年
陸
拾
弐
歳　

老
妻　

　

男
秦
部
麻
呂　
　
　
　

年
参
拾
捌
歳　

正
丁　

嫡
子

　

女
秦
部
鳥
売　
　
　
　

年
参
拾
弐
歳　

丁
女　

嫡
女

　

孫
秦
部
牛
麻
呂　
　
　

年
拾
肆
歳　
　

小
子

　

孫
女
秦
部
鳥
売　
　
　

年
漆
歳　
　
　

小
女

　

孫
女
秦
部
阿
由
提
売　

年
陸
歳　
　
　

小
女　

上
件
三
口
麻
呂
男
女

　

弟
秦
部
小
日　
　
　
　

年
陸
拾
壱
歳　

老
夫

　

妻
古
溝
勝
伊
志
売　
　

年
肆
拾
歳　
　

丁
妻

　

男
秦
部
鳥
麻
呂　
　
　

年
拾
捌
歳　
　

少
丁　

嫡
子

　

男
秦
部
根
麻
呂　
　
　

年
拾
陸
歳　
　

小
子

　

男
秦
部
龍　
　
　
　
　

年
拾
壱
歳　
　

小
子

　

男
秦
部
羊　
　
　
　
　

年
捌
歳　
　
　

小
子

　

男
秦
部
犬
麻
呂　
　
　

年
陸
歳　
　
　

小
子

　

男
秦
部
刀
良　
　
　
　

年
弐
歳　
　
　

緑
児　

上
件
五
口
嫡
弟

　

女
秦
部
羊
売　
　
　
　

年
弐
拾
歳　
　

次
女　

嫡
女

　

外
孫
田
部
勝
等
許
太
利
年
壱
歳　
　
　

緑
児　

羊
売
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
五
小
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
二
緑
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
壱
拾
参
不
課　
口
二
丁
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
老
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
次
女

凡
口
壱
拾
漆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
二
小
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
正
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
肆
課　
　
　
　
口
二
老
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
少
丁

受
田
弐
町
肆
段
弐
百
捌
拾
壱
歩
34

　
　
　
　
　
　
　

Ａ
型
（
大
宝
二
年
）

　

下
々
戸
主
嶋
手
年
卌
五

正　

丁

嫡
子
山
寸
年
十
九

少　

丁

次
真
山
年
十
六

小　

子

　
　

次
百
足
年
十
四

小　

子

次
小
足
年
四　

小　

子

次
稲
寸
年
二

緑
児

　

五
保
中
政
戸
県
主
族
嶋
手
戸
口
卅

正
丁
三

兵
士
一

少
丁
二

小
子
九

緑
児
三

并
十
八

正
女
三

次
女
一

少
女
一

小
女
五

緑
女
二

并
十
二

　

戸
主
弟
小
嶋
年
卌
四

正　

丁

嫡
子
大
庭
年
十
六

小　

子

次
小
庭
年
十
二

小　

子

次
廣
庭
年
十

小
子

　

戸
主
弟
多
都
年
卅
七

正　

丁

嫡
子
金
寸
年
十
八

少　

丁

次
小
寸
年
十
六

小　

子

次
赤
猪
年
十
四

小　

子

　
　

次
古
猪
年
十

小
子

次
猪
手
年
一

緑
児

　

戸
主
弟
寺
年
卅
二

兵　

士

嫡
子
広
国
年
一

緑
児

　

戸
主
母
県
主
族
古
売
年
六
十

四
次
女

児
加
都
良
売
年
廿

少
女

戸
主
妻
県
主
族
新
野
売
年
卌
六

正　

女

　

児
真
嶋
売
年
十
一

小　

女

小
嶋
妻
県
主
族
古
刀
自
売
年
卅
五

正　

女

児
川
嶋
売
年
十
五

小　

女

　

次
川
内
売
年
五

小
女

次
布
知
売
年
二

緑
女

多
都
妻
県
主
族
弟
売
年
卌
二

正　

女

児
麻
留
売
年
十
二

小　

女

　

次
依
売
年
三

緑
女

寺
児
伊
怒
売
年
四

小
女
33
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嫡
庶
子
制
と
の
関
連
性
か
ら
み
れ
ば
、

Ａ
型
の
特
徴
は
、
傍
系
親
を
含
ん
た
男
性

グ
ル
ー
プ
の
結
成
を
強
調
し
な
が
ら
も
、

そ
の
グ
ル
ー
プ
内
に
「
父
―
嫡
子
―
次
」

の
父
子
直
系
ラ
イ
ン
を
視
覚
的
に
訴
え
て

い
る
点
に
あ
り
、
Ｂ
型
の
特
徴
は
記
載
自

体
が
直
系
的
な
っ
て
い
る
が
、
な
お
一
戸

の
う
ち
に
複
数
の
父
子
直
系
ラ
イ
ン
が
存

在
し
て
い
る
点
に
あ
る
、と
指
摘
で
き
る
。

④
養
老
年
間
の
戸
籍
に
み
る
「
嫡
子
」

　

養
老
年
間
の
戸
籍
に
も
「
嫡
子
」
が
あ

り
、
大
宝
年
間
の
記
載
と
比
較
す
る
た
め

に
、一
例
を
示
す
。便
宜
上
、Ｃ
型
と
す
る
。

　

Ｃ
型
の
例
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
一

戸
内
に
何
人
も
の
の
「
嫡
子
」
が
立
て

ら
れ
る
よ
う
な
記
載
が
無
く
な
り
、
一

戸
に
「
嫡
子
」
が
一
人
付
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
嫡
子
の
年
齢
も
大
宝
年

間
の
戸
籍
で
は
特
に
制
限
が
な
か
っ

た
の
に
対
し
、
養
老
年
間
の
戸
籍
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
型
（
養
老
五
年
）

戸
主
孔
王
部
黒
秦　
　
　

年
伍
拾
歳　
　
　

正
丁　

課
戸

妻
孔
王
部
多
須
伎
売　
　

年
肆
拾
伍
歳　
　

丁
妻

男
孔
王
部
麻
呂　
　
　
　

年
弐
拾
参
歳　
　

正
丁　

嫡
子

男
孔
王
部
古
麻
呂　
　
　

年
拾
弐
歳　
　
　

小
子

妹
孔
王
部
加
多
彌
売　
　

年
弐
拾
伍
歳　
　

丁
女　

　
　
　
　

口
参
不
課　
口
一
小
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
二
丁
女

合
伍
口

　
　
　
　

口
弐
課　
　
口
二
正
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
孔
王
部
龍
麻
呂　
　
　

年
参
拾
参
歳　
　

正
丁　
課
戸
、
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
黒
秦
弟

男
孔
王
部
知
麻
呂　
　
　

年
伍
歳　
　
　
　

小
子

男
孔
王
部
子
知
麻
呂　
　

年
弐
歳　
　
　
　

緑
児

女
孔
王
部
黒
売　
　
　
　

年
拾
歳　
　
　
　

小
女

姉
孔
王
部
弟
阿
古
売　
　

年
伍
拾
陸
歳　
　

丁
女

女
孔
王
部
小
黒
売　
　
　

年
弐
拾
参
歳　
　

丁
女

弟
孔
王
部
麻
古
売　
　
　

年
肆
拾
捌
歳　
　

丁
女

　
　
　
　

口
陸
不
課　
口
一
小
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
緑
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
三
丁
女

合
口
漆　
　
　
　
　
　
口
一
小
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
正
丁

　
　
　
　

口
壱
課　
　

戸
孔
王
部
得
麻
呂　
　
　

年
肆
拾
弐
歳　
　

正
丁　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
戸
、
戸
主
孔
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
黒
秦
従
父
弟

妻
孔
王
部
小
大
根
売　
　

年
参
拾
弐
歳　
　

丁
妻

女
孔
王
部
阿
古
売　
　
　

年
玖
歳　
　
　
　

小
女

女
孔
王
部
諸
阿
古
売　
　

年
陸
歳　
　
　
　

小
女

女
孔
王
部
阿
佐
売　
　
　

年
弐
歳　
　
　
　

緑
女

弟
孔
王
部
宇
多
麻
呂　
　

年
参
拾
漆
歳　
　

正
丁

姉
孔
王
部
大
根
売　
　
　

年
伍
拾
壱
歳　
　

丁
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
二
丁
女

　
　
　
　

口
伍
不
課　
口
二
小
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□ 

□ 

□ 

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
口
一
緑
女
）

   

（
合 

口 

漆
）

□ 

□ 

□

　
　
　
　

口
弐
課　
　
口
二
正
丁

戸
孔
王
部
古
尼
麻
呂　
　

年
肆
拾
壱
歳　
　

正
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
戸
、
戸
主
孔
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
黒
秦
従
父
弟

男
孔
王
部
神　
　
　
　
　

年
拾
陸
歳　
　
　

小
子

弟
孔
王
部
真
尼
麻
呂　
　

年
参
拾
伍
歳　
　

正
丁　

兵
士

女
孔
王
部
大
海
売　
　
　

年
拾
壱
歳　
　
　

小
女

女
孔
王
部
弟
売　
　
　
　

年
陸
歳　
　
　
　

小
女

孔
王
部
刀
良
売　
　
　
　

老
女　
　
　
　
　

神
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
小
子

　
　
　
　

口
肆
不
課　
口
一
老
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
二
小
女

合
口
陸

　
　
　
　

口
弐
課　
　
口
一
兵
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
一
正
丁
35
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は
基
本
的
に
正
丁
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
36

。�
一
戸
一
人
の
嫡
子
と
い
う
記
載
に
照
応
し
た
か
の
よ
う
に
、
今
度
は
戸
の
下

位
単
位
と
し
て
の
房
戸
が
独
立
す
る
よ
う
に
な
り
、「
戸
主
グ
ル
ー
プ
」―「
戸

グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
記
載
方
式
に
変
わ
っ
た
。
そ
の
房
戸
と
戸
主
の
関
係
を

見
る
と
、
大
抵
「
弟
」、「
従
兄
弟
」
な
ど
に
な
っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
大
宝

年
間
の
戸
籍
で
は
一
戸
に
入
る
傍
系
親
の
人
達
で
あ
る
。
即
ち
、「
戸
主
グ

ル
ー
プ
」
―
「
戸
グ
ル
ー
プ
」
の
記
載
法
に
よ
っ
て
、一
戸
内
に
複
数
の
「
父

―
嫡
子
」
の
記
載
が
な
く
な
っ
た
が
、
大
宝
年
間
の
戸
籍
に
強
調
さ
れ
た
男

系
傍
系
親
を
含
め
た
父
系
的
親
族
集
団
は
一
つ
の
纏
ま
り
と
し
て
保
た
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

大
宝
年
間
の
戸
籍
の
両
形
態
と
養
老
年
間
の
戸
籍
記
載
を
、
Ａ
型
―
Ｂ
型

―
Ｃ
型
の
三
段
階
と
し
て
み
れ
ば
、
一
戸
内
に
何
本
も
の
「
父
―
嫡
子
」
の

父
子
ラ
イ
ン
の
記
載
法
か
ら
一
戸
一
人
の
嫡
子
の
記
載
法
に
変
わ
っ
て
い
く

過
程
が
明
瞭
に
看
取
で
き
る
。
古
代
日
本
の
戸
籍
記
載
も
中
国
の
戸
籍
を
規

範
と
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
37

が
、
嫡
庶
子
が
記
載
さ
れ
る
点
は
、
中
国

の
戸
籍
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戸
籍
記
載
に
嫡
庶
子
制
を
導
入
し
た
律

令
国
家
の
狙
い
は
ほ
か
な
ら
ぬ
一
般
社
会
に
嫡
庶
子
制
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
父
子
直
系
よ
り
大
き
い
父
系
同
居
体
を
基
盤
と
す

る
中
国
の
戸
籍
の
書
式
を
導
入
し
た
た
め
、
一
戸
内
に
複
数
の
「
嫡
子
」
が

並
立
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
父
子
直
系
継
承
の
理
念
を
強
化
し
よ

う
と
す
る
意
図
と
、
戸
籍
の
書
式
記
載
上
の
典
範
主
義
が
衝
突
し
た
結
果
だ

と
言
え
よ
う
。
こ
の
矛
盾
は
「
戸
主
」
と
「
戸
」
を
分
け
る
方
針
を
取
っ
た

養
老
年
間
の
戸
籍
に
お
い
て
一
応
の
解
決
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
、
古
代
日
本
の
嫡
庶
子
制
を
歴
史
的
文
脈
か
ら
そ
の
性
格
、
特

徴
及
び
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
ま
ず
用
語
、
条
文
の
選
択
及

び
概
念
の
転
換
か
ら
、
嫡
庶
子
制
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
。
唐
制
に
お
い
て

爵
位
継
承
を
意
味
す
る
「
傳
襲
」
が
避
け
ら
れ
た
理
由
は
、
古
代
日
本
の
継

承
の
客
体
が
爵
位
で
は
な
く
、
蔭
位
と
い
う
政
治
的
特
権
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
継
嗣
」、「
承
重
」
と
い
っ
た
用
語
が
選
ば
れ
た
理
由
も
、
こ
れ
ら

の
用
語
が
容
易
に
蔭
位
の
継
承
に
概
念
転
換
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
蔭
位
の
継
承
こ
そ
、
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
「
祖
先
の
後
を
継
ぐ
」

行
為
な
の
で
あ
る
。
用
語
の
み
な
ら
ず
、
条
文
の
選
択
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
蔭
位
を
規
定
す
る
選
叙
令
五
位
以
上
子
条
は
、
唐
の
官
人
特
権
と
し

て
の
資
蔭
制
度
を
継
承
し
た
も
の
で
、
後
継
者
を
規
定
す
る
継
嗣
令
継
嗣
条

は
、
唐
の
世
襲
的
性
格
を
持
っ
た
封
爵
令
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
律
令

国
家
が
貴
族
官
人
の
再
生
産
に
最
適
な
「
蔭
位
制
」
を
作
り
出
す
た
め
に
、

唐
資
蔭
制
に
あ
る
官
品
、
世
代
の
等
級
性
と
封
爵
令
に
あ
る
嫡
庶
の
等
級
性

を
一
本
化
し
、
そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
財
産
相
続
を
規
定
す

る
応
分
条
に
も
嫡
庶
制
を
導
入
し
た
。
主
に
爵
位
や
祭
祀
権
の
単
独
継
承
に

機
能
す
る
唐
の
嫡
庶
子
制
と
異
な
り
、
日
本
令
制
下
の
嫡
庶
子
制
は
主
に
官
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1	

『
言
語
文
化
論
集
』（
名
古
屋
大
学
）
第
二
九
巻
第
一
号　

二
〇
〇
七
年
一
一
月

2	

関
口
裕
子
「
律
令
国
家
に
お
け
る
嫡
妻
・
妾
制
に
つ
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
一
九

七
二
年
一
月

3	

胡
潔
『
平
安
貴
族
の
婚
姻
慣
習
と
源
氏
物
語
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
一
年
）
第

一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

4	

原
島
礼
二　

一
九
六
九
年
歴
研
大
会
報
告

5	

石
井
良
助
『
長
子
相
続
制
』（
法
律
学
体
系
第
二
部
法
学
理
論
篇　

日
本
評
論
社

一
九
五
〇
年
）

6	

関
口
裕
子
「
律
令
国
家
に
お
け
る
嫡
庶
子
制
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
』
一
〇

五
号
一
九
六
九
年
）

7	

唐
律
の
注
釈
書
『
唐
律
疏
議
』
の
「
承
襲
」
な
る
語
は
す
べ
て
爵
位
の
継
承
に

用
い
ら
れ
て
お
り
、「
傳
襲
」
の
用
例
を
見
て
も
、
例
え
ば
、『
全
唐
文
』
貞
元
九
年

（
791
）の「
冬
至
大
禮
大
赦
制
」に「
有
封
爵
廢

。
祠
廟
無
主
者
。
宜
許
子
孫
一
人
紹
封
。

以
時
享
祀
。
自
今
以
後
。
應
有
家
廟
。
子
孫
但
傳
襲
封
爵
者
。
並
許
享

於
廟
」
と
あ

る
よ
う
に
、
爵
位
の
継
承
を
指
し
て
お
り
、「
傳
襲
封
爵
」
と
連
用
す
る
場
合
も
有
る
。

8	

『
唐
六
典
』
尚
書
吏
部
巻
二
に
「
‥
封
爵
。
凡
有
九
等
︰
一
曰
王
、
正
一
品
、
食

邑
一
万
戸
、
二
曰
郡
王
、
従
一
品
、
食
邑
五
千
戸
、
三
曰
国
公
、
従
一
品
、
食
邑
三

千
戸
、
四
曰
郡
公
、
正
二
品
、
食
邑
二
千
戸
、
五
曰
県
公
、
従
二
品
、
食
邑
一
千
五
百
戸
、

六
曰
県
候
、従
三
品
、食
邑
一
千
戸
。
七
曰
県
伯
、正
四
品
、食
邑
七
百
戸
、八
曰
県
子
、

正
五
品
、
食
邑
五
百
戸
、
九
曰
県
男
、
従
五
品
、
食
邑
三
百
戸
」
と
あ
る
。

9	

唐
律
・
戸
婚
律
「
立
嫡
違
法
」
条
の
疏
議

10	
『
儀
礼
正
義
』
巻
二
十
二

11	
滋
賀
秀
三
氏
の
「「
承
重
」
に
つ
い
て
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
七
一
―
八 

一
九
五

七
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、「
承
重
」
と
い
う
語
は
明
清
時
代
に
な
る
と
祭
祀
相
続
の
意

職
や
財
産
と
い
っ
た
実
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
形
、
さ
ら
に
い
え
ば
嫡
庶
の

別
が
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
形
で
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、律
令
国
家
の
、

父
系
観
念
、
父
系
継
承
を
確
立
さ
せ
る
意
図
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　

次
に
、
大
宝
、
養
老
の
両
令
の
応
分
条
に
見
る
嫡
子
の
得
分
の
変
化
、
大

宝
年
間
の
戸
籍
と
養
老
年
間
の
戸
籍
の
嫡
子
記
載
の
変
化
か
ら
、
嫡
庶
子
制

と
い
う
制
度
そ
の
も
の
が
整
合
さ
れ
て
い
く
過
程
を
考
察
し
、
さ
ら
に
当
時

の
王
位
継
承
の
状
況
か
ら
嫡
庶
子
制
の
歴
史
的
意
義
を
探
っ
た
。
大
宝
令
の

時
代
に
は
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
治
的
意
図
に
よ
る
嫡
子
重
視
主
義
が
提

唱
さ
れ
、
律
令
条
文
や
戸
籍
記
載
に
も
急
進
的
嫡
子
制
重
視
一
色
で
あ
っ
た

が
、
養
老
年
間
に
な
る
と
、
そ
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
養
老
令
応

分
条
に
見
え
る
「
嫡
子
二
分
」
と
い
う
修
正
案
が
依
拠
し
た
の
は
、
唐
制
の

一
般
財
産
相
続
と
爵
位
相
続
の
中
間
に
位
置
す
る
食
封
相
続
条
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
養
老
令
の
典
範
主
義
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
修
正
を
加
え
な

が
ら
も
官
人
制
、
財
産
相
続
制
及
び
戸
籍
記
載
の
全
般
に
嫡
庶
制
を
持
ち
込

も
う
と
す
る
律
令
国
家
の
た
だ
な
ら
ぬ
決
意
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の

王
位
継
承
に
お
い
て
、「
子
孫
相
承
」
か
「
兄
弟
相
及
」
が
よ
り
大
き
な
問

題
と
し
て
横
た
わ
っ
て
お
り
、
嫡
庶
の
問
題
よ
り
も
父
子
直
系
継
承
の
樹
立

こ
そ
急
務
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
か
ら
見
て
も
、
官
人
制
や

相
続
制
の
嫡
庶
子
制
も
、
父
系
観
念
の
強
化
、
父
系
継
承
の
実
質
化
を
図
る

た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
古
代
日
本
の
嫡
庶

制
導
入
の
真
の
狙
い
は
父
系
、
し
か
も
父
子
直
系
的
樹
立
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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味
を
失
い
、「
祖
の
た
め
に
重
服
を
承
け
る
」
と
い
う
単
な
る
喪
服
制
上
の
術
語
に
傳

訛
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
対
象
は
唐
律
令
の
時
代
だ
か
ら
「
承
重
」
の

原
義
―
「
祖
先
祭
祀
の
重
任
」
の
意
味
で
考
え
る
。

12	

『
前
漢
紀
』
第
二
十
四
巻

13	

『
尚
書
・
大
禹
謨
』に「
罰
弗
及
嗣
」と
あ
る
の
に
つ
い
て『
尚
書
傳
』で
は「
嗣
亦
世
、

倶
謂
子
」と
し
て
い
る
。
養
老
令
の
諸
注
は
こ
の「
子
」の
注
を
引
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。

14	

『
令
集
解
』
巻
四
職
員
令
式
部
卿
の
所
掌
で
あ
る
「
継
嗣
」
に
関
す
る
『
古
記
』

の
注

15	

『
全
唐
文
』「
禁
私
賣
文
書
勅
」

16	

但
し
、
唐
の
資
蔭
の
方
針
は
、「
不
計
庶
嫡
、
並
宣
叙
録
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ

に
出
て
く
る
「
継
嗣
」
も
、
子
孫
の
い
な
い
場
合
に
立
て
ら
れ
る
「
嗣
子
」
の
こ
と

で
あ
る
。

17	

中
田
薫
「
養
老
律
令
前
後
の
継
嗣
法
」（『
法
制
度
論
集　

第
一
巻
』
岩
波
書
店 

一
九
二
六
）
九
一
頁

18	

今
江
広
道
「
戸
籍
よ
り
見
た
大
宝
前
後
の
継
嗣
法
―
特
に
庶
人
の
嫡
子
に
つ
い�

て
―
」（『
書
陵
部
紀
要
』
五
）

19	

宮
本
救
「
日
本
古
代
家
族
法
」（『
芸
林
』
七
―
六　

一
九
五
六
）、
義
江
明
子
「
日

本
令
の
嫡
子
に
つ
い
て
―
戸
令
応
分
条
の
再
検
討
の
た
め
に
―
」（『
史
学
雑
誌
』）
一

九
八
〇
年
八
月
）

20	

野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
七
年
）
二
六
一
頁

21	

『
唐
六
典
』
巻
二
吏
部
郎
中
条

22	

牧
英
正
「
資
蔭
考
」（
大
阪
市
大
法
学
雑
誌
二
の
一　

一
九
五
五
年
）

23	

す
で
に
台
湾
の
学
者
高
明
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
の
「
子
」
は
「
嫡
子
」

の
み
で
は
な
く
、
諸
子
を
も
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
高
氏
に
よ
れ
ば
唐
代

で
は
長
子
が
一
段
高
い
官
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
筆
者
も
歴
史
記
録
を
精

査
し
た
結
果
、
い
く
つ
か
の
例
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
、
恩
恵
的
で
、
諸
子

一
同
に
叙
位
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
長
子
が
諸
子
よ
り
一
段
高
い
官
位
が
叙
さ
れ
る
例

で
あ
る
。
こ
れ
は
制
度
的
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

24	

注
23
高
明
士
前
掲
書
。

25	

『
元
典
章
』
に
は
「
諸
用

者
立
嫡
長
子
」
と
あ
る
。
明
清
の
法
律
条
文
に
も
同
様

な
表
現
が
見
え
る
。

26	

『
唐
令
拾
遺
』
封
爵
令
一

27	

野
村
氏
注
20
前
掲
書

28	

金
、
元
の
時
代
で
は
、
古
代
日
本
と
同
様
に
嫡
庶
異
分
制
が
行
わ
れ
た
。『
元
典

章
』
に
「
応
分
家
財
、
妻
の
子
各
四
分
、
妾
の
子
各
三
分
、
姦
良
人
及
び
婢
子
各
一
分
」

と
あ
る

29	

中
田
薫
「
養
老
令
応
分
条
の
研
究
」（『
法
制
史
論
集
』
第
１
巻
、
一
九
二
六
年
）、

宮
本
救
「
日
本
古
代
家
族
法
の
史
的
一
考
察
︱
相
続
法
ヲ
中
心
ト
シ
テ
︱
」（『
古
代

学
三
の
四
・
一
九
五
四
年
十
二
月
）、
関
口
裕
子
「
律
令
国
家
に
お
け
る
嫡
庶
子
制
に

つ
い
て
」（『
日
本
史
研
究
一
〇
五
号　

一
九
六
九
年
）

30	

中
田
薫
「
養
老
戸
令
応
分
条
の
研
究
」（『
法
制
史
論
集
第
一
巻
』
一
九
二
六
年 

岩
波
書
店
）

31	

『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
二
月
四
日
条

32	

川
上
多
助
「
古
代
戸
籍
考
」（『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
』
河
出
書
房　

一
九
四

七
年
）、岸
俊
男
『
古
代
後
期
の
社
会
機
構
』（『
新
日
本
史
講
座
』
13
所
収　

後
に
『
日

本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房　

一
九
七
三
年
）

33	
『
寧
楽
遺
文
』
御
野
国
加
毛
郡
半
布
里
大
宝
二
年
籍
よ
り

34	
『
寧
楽
遺
文
』
豊
前
国
仲
津
郡
丁
里
大
宝
二
年
籍
よ
り

35	

『
寧
楽
遺
文
』
下
総
国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
戸
籍
よ
り

36	

十
四
歳
か
ら
二
十
歳
の
男
子
、
即
ち
少
子
か
ら
少
丁
の
男
子
の
嫡
子
も
何
例
あ
る
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の
で
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
正
丁
男
子
を
嫡
子
と
す
る
観
念
が
成
立
し
た

も
の
の
、
な
お
か
な
り
緩
や
か
な
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
推
測
で
き

る
。

37	

曽
我
部
静
雄
「
西
涼
及
び
両
魏
の
戸
籍
と
我
が
古
代
戸
籍
と
の
関
係
」（『
律
令
を

中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八
年　

所
収
）


